
当事者（住民）当事者（住民）当事者（住民）当事者（住民） 市市市市 当事者（開発事業者）当事者（開発事業者）当事者（開発事業者）当事者（開発事業者）紛争解決制度のフロー（住民が申立てた場合）

まちづくり専門委員２名による調停

紛争の調整の申立て紛争調整申出書
縦覧期間の満了の日又は見解書の送付を受けた日14日間 相当の理由がある代表者・代表当事者代表当事者選任届 あっせんの開始あっせん開始（不開始）あっせん専門職員（市外部の知識経験者)あっせん担当職員（市 職 員）２名によるあっせん※案件によりあっせん専門職員２名があっせんに当たる場合があります。あっせんの終結双方が合意したとき あっせんの打ち切り解決の見込みがないときあっせん打ち切り通知書調停移行勧告必要があると認めるとき調停移行勧告書調停移行勧告諾否回答書

４５日間３回を限度
１０日以内
応答の期限内（１５日以内）調停移行勧告諾否回答書調停開始（不開始）調停案調停案受諾勧告書調停案諾否回答書 調停案諾否回答書 ６０日間５回を限度調停の終結 調停の打ち切り調停打ち切り通知書

調停の開始双方が勧告を受諾したとき相当な理由があると認めるとき
あっせん終結通知書

調停終結通知書


